
平成 30年 (行ウ)第 30号  広 島高速道路の整備46億 2720万 円の全部

の差止め請求事件   |

原 告   広 島おさむる会

被 告   広 島市長 松 井 一 賃 ほ か 1名

訴 訟 告 知 書

平残30年 lθ tt」′日

広島地方裁判所民事第3部 合 3イ係 御 中

被告広島市長 (告知人)訴 訟代理人 弁 護士   水  中

被告広島市長 (告知人)指 定代理人 多久島 俊 彦
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前記当事者間の御庁平成 30年 (行ウ)第 30号 広島高速道路の整備 46

億 2720万 円の全部の差止め請求事件について,告 知人は,下 記の者に対

し,訴 訟告知する。

記

被告知人

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁 目6番 34号  広 島市役所本庁舎内

松井 一 賢

告 知 の 理 由

上記訴訟の請求の趣旨は次のとおりであり,そ のうち第3項 は地方自治法

第242条 の2第 1項第4号 の規定による訴訟であるため,告 知人は,同 条

第7項 の規定に基づき,上 記訴訟を告知する。

1 被 告広島市長は,広島高速道路の整備に関して公金である46億 272

0万 円の支出をしてはならない。

2 広 島市監査委員が平成 30年 8月 15日 付けでなした,平成 30年 6月

28日 付け広島市職員措置請求書による住民監査請求を却下した行為(広

監第83号 )を 取り消す。

3 被 告広島市長は,松 井一貸に対し, 46億 2720万 円を請求せよ。

4 本 訴訟の手続き費用を被告の負担とする。

訴 訟 の 程 度

上記訴訟において,告 知人は,平 成 30年 10月 18日 に訴状の送達を受

け,同 年 11月 7日 午前 10時 35分 の第 1回 日頭弁論期 日の呼出を受けて

いる。


